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地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、千曲市長及び千曲市教育長から

措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。 

 

 

 

平成 29 年６月 21 日 

 

 

 

千曲市監査委員 飯 島 仁 一  

 

同       小 山 嘉 一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書 

平成 28 年度財政援助団体等監査（平成 28 年７月 13 日監第 23 号）分 

 

■ 財政援助団体名 ： 屋代有線放送電話農業協同組合【所管課】情報政策課 

■ 補  助  金  名 ： 有線放送電話事業推進補助金 

指摘事項及び意見 措置内容等 

最近、情報の取得や相手方との連絡は、

有線放送でなくとも、固定電話、パソコ

ン、携帯電話、スマートフォン、タブレ

ット等の急速な普及により安価でどこで

も幅広い情報が得られる環境となってい

る。  

当該組合は、地域に密着した「情報セ

ンター」として、その機能を十分発揮さ

れているが、毎年約50世帯の加入者が脱

退していく現状を鑑みれば、有線放送の

魅力を更に幅広く発信し、会員の減少に

歯止めをかけるとともに、経費の一層の

削減（総代の定数変更等）を図っていく

ことは必要不可欠であると考える。  

 

現行の補助金交付額は、実施している

事業経費への一部補助ではなく、当該事

業者が納入した法人市民税相当額という

変則的なものとなっていることから、今

後は使用の対価として補助する方法に変

更することも検討の余地がある。 

 

総代定数の変更については、理事会協

議の結果、定数の見直し（336人から 290

人）を行うこととし、平成 29 年４月 20

日開催の第 59回通常総代会において承認

された。 

 このほか、更なる経費削減に努めると

ともに、今後も地域発展のための情報セ

ンターとして継続するため加入者離れを

いかにくい止めるかを考え、組合員の受

益向上のため役職員一丸となり努力して

参りたい。 

また、補助金については、平成 29年度

以降見直し、過去の放送依頼実績を基に

算出した金額により年間委託料契約を結

ぶこととした。 

 

 

 

 

 

 

 



■ 財政援助団体名 ： 特定非営利活動法人千曲市体育協会 【所管課】スポーツ振興課 

■ 補  助  金  名 ： 千曲市体育協会補助金 

指摘事項及び意見 措置内容等 

当該協会は、各種スポーツ大会の開催

をはじめ、スポーツ教室、講習会、研修

会、スポーツ少年団の育成、市民登山等

幅広い事業を展開しているが、これらス

ポーツに参加している者は市民の一部で

ある。  

一方、当市の高齢化率は30％を超え、

一段と高齢化が進んでいる状況にあり、

今後、超高齢化社会を迎えようとしてい

る現在、健康寿命の延伸が重要な課題と

なっている。  

よって、今後は体力に自信の持てない

高齢者にも参加が見込めるラジオ体操教

室や講演会の開催も行政関係機関と連携

を密にし、活動項目の一部に追加される

ことが望ましい。 

千曲市では、公民館による体力づくり

講座、ハイキング、ウォーキング等の比

較的高齢者が参加できる軽運動のほか、

マレットゴルフ大会や、運動会などの開

催、スポーツ指導員による軽運動の講座

なども開催され多くの方が参加されてい

る。 

また、市内に 2 つある総合型地域スポ

ーツクラブでも卓球や、バドミントンな

どの競技に多くの高齢者も参加されてい

る。 

体育協会内で活動する団体の中には、

高齢者が参加できる競技団体もあり、他

の活動との共催や、より気軽に参加する

事業ができるか、29年度に検討したい。 

協会が毎年取り組んでいるスポーツ講

演会への参加を会員だけでなく、市民に

も 29年度から呼び掛けたい。 

 

 

 

 


